
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

改正雇用保険法について 
 

２．育児時短就業給付金【新設】 
条 件：①被保険者が、2歳未満の子を養育するために、短時間勤務をしていること 

     ②以下のＡ～Ｃのいずれかに該当すること 

     Ａ：短時間勤務を開始する前の 2年間に、 

みなし被保険者期間※が、12 か月以上あること 

     Ｂ：育児休業給付金を受けていた場合、その育児休 

業終了後に引き続き育児時短就業をしていること 

     Ｃ：出生時育児休業給付金を受けていた場合、その 

出生時育児休業終了後に引き続き育児時短就業を 

していること 

     ※「みなし被保険者期間」とは、育児時短就業を 

開始した日を被保険者でなくなった日とみなして 

計算される被保険者期間に相当する期間を指します。 

期 間：子が 2歳未満の間 

 給付額：時短勤務中に支払われた賃金額の 10％ 

 

１．出生後休業支援給付金【新設】 
 条 件：子の出生直後の一定期間以内（男性は子の出生後 8週間以内、女性は産後休業後 8週間以内）に、

被保険者とその配偶者の両方が 14 日以上の育児休業を取得する場合 

     ※配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求め

ません。 

 期 間：最大 28 日間 

 給付額：休業開始前賃金の 13％相当額 

     育児休業給付金とあわせて給付率 80％(手取りで 10 割相当)へ引き上げ 

 申 請：原則、事業主経由とし、 

育児休業給付金の初回申請又は出生時育児休業給付金の申請と兼ねます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

≪筆者：鍋島明子≫ 

◇令和 6年 12 月 2 日以降、従来の保険証が廃止されました。 

（但し、経過措置として、令和 7 年 12 月 1 日まで使用できます。） 
マイナ保険証をお持ちでない方などは、手続きのご依頼の際、資格確認書※の交付をお申し出ください。 
※資格確認書とは…マイナ保険証をお持ちでない方が、医療機関を受診するときに提示するカードです。 

 マイナ保険証については、令和 6 年 9 月発行の当事務所からのお知らせを確認願います。 
◇賞与支払届提出について 
 年末年始手当を支給する場合には、賞与支払届が必要になります。 
◇年末年始休暇 
 年末年始休暇は令和 6 年 12 月 29 日から令和 7 年 1 月 5 日までとなります。 
 ご不便をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。 
 

 

３．高年齢雇用継続給付金【変更】 
そもそも 高年齢雇用継続給付金とは… 

   60 歳到達時点に比べて賃金が 75％未満に低下した状態で働き続ける 60 歳以上 65 歳未満の一定の一般 
被保険者に支給される給付です。 
令和 7 年 4 月 1 日以降支給率が変わります！ 

 

◇令和 7 年 4 月 1 日以降の支給率 
各月に支払われた賃金の低下率 賃金に上乗せされる支給率 
64％以下(61％以下) 各月に支払われた賃金額の 10％(15％) 
64％超 75％未満 
(61％超 75％未満) 

各月に支払われた賃金額の 10％(15％)から 0％の間で、 
賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合計が 75％を超えない範囲で

設定される率 
75％以上 不支給 
※（）内は、令和 7 年 3 月 31 日以前の低下率・支給率です。 
※支給限度額・最低限度額の取り扱いに変更はありません。 

 

 ◇対象の方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※令和 7 年 3 月 31 日以前に 60 歳に達した日 
(その日時点で被保険者であった期間が 5 年を満たすこととなった日)を迎えた方は、 
現行の支給率から変更はありません。 

令和 7 年 4 月 1 日以降に 60 歳に達した日（その時点で被保険者であった期間が 5 年以上ない方は、その

期間が 5 年を満たすこととなった日）を迎えた方が対象 


